
感染症法等の改正を踏まえた保健所の強化

に関する国における議論

参考資料１

P1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
（令和4年法律第96号）の概要

P2～ 感染症法等の改正を踏まえた保健所、地方衛生研究所等の強化について
（令和4年12月19日 第48回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会【資料３】）抜粋



感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第96号）の概要

改正の趣旨

施行期日
令和６年４月１日（ただし、１の⑷及び２の①の一部は公布日、１の⑷及び⑸の一部は令和５年４月１日、１の⑵の①の一部及び３は公布日から10日を経過した日等）

改正の概要

１．感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等【感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等】

（１）感染症対応の医療機関による確実な医療の提供
① 都道府県が定める予防計画等に沿って、都道府県等と医療機関等の間で、病床、発熱外来、自宅療養者等（高齢者施設等の入所者を含む）への医療の確保
等に関する協定を締結する仕組みを法定化する。加えて、公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に担うべき医療
提供を義務付ける。あわせて、保険医療機関等は感染症医療の実施に協力するものとする。また、都道府県等は医療関係団体に協力要請できることとする。

② 初動対応等を行う協定締結医療機関について流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(流行初期医療確保措置)を導入する(その費用については、公費
とともに、保険としても負担)。また、協定履行状況の公表や、協定に沿った対応をしない医療機関等への指示・公表等を行うことができることとする。

（２）自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保
① 自宅療養者等への健康観察の医療機関等への委託を法定化する。健康観察や食事の提供等の生活支援について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、
都道府県と市町村間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定を締結することとする。

② 外来・在宅医療について、患者の自己負担分を公費が負担する仕組み（公費負担医療）を創設する。

（３）医療人材派遣等の調整の仕組みの整備
○ 医療人材について、国による広域派遣の仕組みやDMAT等の養成・登録の仕組み等を整備する。

（４）保健所の体制機能や地域の関係者間の連携強化
○ 都道府県と保健所設置市・特別区その他関係者で構成する連携協議会を創設するとともに、緊急時の入院勧告措置について都道府県知事の指示権限を創設
する。保健所業務を支援する保健師等の専門家（IHEAT）や専門的な調査研究、試験検査等のための体制（地方衛生研究所等）の整備等を法定化する。

（５）情報基盤の整備
○ 医療機関の発生届等の電磁的方法による入力を努力義務化(一部医療機関は義務化)し、レセプト情報等との連結分析・第三者提供の仕組みを整備する。

（６）物資の確保
○ 医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時に国から事業者へ生産要請・指示、必要な支援等を行う枠組みを整備する。

（７）費用負担
○ 医療機関等との協定実施のために都道府県等が支弁する費用は国がその3/4を補助する等、新たに創設する事務に関し都道府県等で生じる費用は国が法律
に基づきその一定割合を適切に負担することとする。

２．機動的なワクチン接種に関する体制の整備等【予防接種法、特措法等】

① 国から都道府県・市町村に指示する新たな臨時接種類型や損失補償契約を締結できる枠組み、個人番号カードで接種対象者を確認する仕組み等を導入する。
➁ 感染症発生・まん延時に厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により医師・看護師等以外の一部の者が検体採取やワクチン接種を行う枠組みを整備する。

３．水際対策の実効性の確保【検疫法等】

○ 検疫所長が、入国者に対し、居宅等での待機を指示し、待機状況について報告を求める(罰則付き)ことができることとする。 等
このほか、医療法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法第６条の５第４項の規定等について所要の規定の整備を行う。

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備
えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報
基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずる。
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地域保健法の改正について【保健所・地衛研関係部分】

＜基本指針：令和５年４月１日施行＞

第４条 （略）

② 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一・二 （略）

三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第二十四条第一項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項

四 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する基本的事項

五・六 （略）

③ 基本指針は、健康危機（国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、

又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。第二十一条第一項において同じ。）への対処を考慮して定めるものとする。

④ （略）

＜IHEAT：令和５年４月１日施行＞

第５章 地域保健対策に係る人材の確保

第21条 第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十

四号）第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合

におけるその管轄する区域内の地域保健対策に係る業務の状況を勘案して必要があると認めるときは、地域保健の専門的知識を有する

者であつて厚生労働省令で定めるもののうち、あらかじめ、この項の規定による要請を受ける旨の承諾をした者に対し、当該地方公共

団体の長が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること又は当該業務に関する助言を行うことを要請することができる。

② 前項の規定による要請を受けた者（以下「業務支援員」という。）を使用している者は、その業務の遂行に著しい支障のない限り、

当該業務支援員が当該要請に応じて同項に規定する業務又は助言を行うことができるための配慮をするよう努めなければならない。

③ 業務支援員（地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第三条第二項に規定する一般職に属する職員として第一項に規定す

る業務又は助言を行う者を除く。以下この項において同じ。）は、第一項の規定による要請に応じて行つた同項に規定する助言に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。業務支援員でなくなつた後においても、同様とする。

第22条 国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務又は助言に関する研修の

機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。

第23条 国は、第二十一条第一項に規定する者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う業務又は助言が円滑に実施されるように、

第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。 3

■改正後の地域保健法
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○ 学会・関係団体等の協力により、保健師、医師、看護師等を約4,500人以上確保（令和４年９月末現在）し、保健所業務が
ひっ迫した際、保健師等の専門家が保健所業務を支援する仕組み（IHEAT：Infectious disease Health Emergency Assistance 
Team）を整備。

◆ IHEAT を保健所体制強化のための仕組みとして地域保健法に位置付ける。

・ 国、都道府県、保健所設置市、特別区に対し、IHEATに対する研修の機会の提供等の支援の義務

・ IHEATの勤務先に対し、IHEATが派遣要請を受けやすいように配慮する努力義務

・ IHEATに対し、業務に従事する際の守秘義務

・ 国に対し、自治体に対する助言、指導その他の援助を実施する努力義務

国による人材確保

学会、団体、大学、医療機関
等から人材確保

国

国立感染症研究所等での
研修の実施

都道府県

IHEAT

保健所設置市・特別区

保健所

保健所

派遣・リストの
提供

国
の
研
修
へ
の
参
加

IHEAT（アイ･ヒート）による保健所の体制強化

研修

要
請

要
請

応
援

応
援

・業務ひっ迫時の保健所支援
・専門的技術的な見地から助言など
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＜都道府県知事による総合調整：公布日施行＞

第63条の３ 都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防

止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者（以下この条において「関係機関

等」という。）に対し、第十九条若しくは第二十条（これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。）又は第四十六条の規

定による入院の勧告又は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん

延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

２ 保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長及び他の関係機関等について、

前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項

の規定による総合調整を行わなければならない。

３・４ （略）

＜都道府県知事の指示：公布日施行＞

第63条の４ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と

認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予防し、又はそ

のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、第十九条若しくは第二十条（これらの規定を

第二十六条において準用する場合を含む。）又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をすることがで

きる。

7

感染症法の改正について【保健所・地衛研関係部分】

■改正後の感染症法

＜厚生労働大臣による総合調整：公布日施行＞

第44条の５ 厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、

都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の予防に関する人材の確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第

二十一条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事

又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該感染症のまん延を防止するために必要

な措置に関する総合調整を行うものとする。

２ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の

関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認

めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

３～５ （略）
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8

感染症法の改正について【保健所・地衛研関係部分】

■改正後の感染症法

＜健康観察等に係る一般市町村の長の協力及び情報提供：公布日から 10 日後施行、健康観察の委託（第44条の３第４項～第６項）：

令和６年４月１日施行＞

第44条の３ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定める

ところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内に

おいて、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他

の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

２ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症（病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第一項において同

じ。）のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染

症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設（当該感

染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。第十一項及び同条第一項において同

じ。）若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求める

ことができる。

３ （略）

４ 都道府県知事は、第一項の規定による報告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することが

できる。

５ 都道府県知事は、第二項の規定による報告の求めについて、第二種協定指定医療機関（第三十六条の二第一項の規定による通知（同

項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。）又は医療措置協定（同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。）に基づ

く措置を講ずる医療機関に限る。）その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

６～８ （略）

９ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により報告又は協力を求めるときは、必要に応じ、市町村長に対し協力を求めるものとす

る。

10 市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、新型インフルエンザ

等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報そ

の他の情報の提供を求めることができる。

11 （略） 5
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9

感染症法の改正について【保健所・地衛研関係部分】

■改正後の感染症法

＜予防計画：令和６年４月１日施行＞

第10条 （略）

２ 前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。

一・二 （略）

三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

四～十 （略）

十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項

十二 （略）

３～13 （略）

14 保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなけれ

ばならない。

15 前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする。

一 第二項第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項

二 病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労

働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項

16～19 （略）

＜都道府県連携協議会：令和５年４月１日施行＞

第10条の２ 都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道

府県、保健所を設置する市又は特別区（以下「保健所設置市等」という。）、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及

び消防機関（消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条各号に掲げる機関をいう。）その他の関係機関により構成される

協議会（以下この条において「都道府県連携協議会」という。）を組織するものとする。

２ 都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その

構成員の連携の緊密化を図るものとする。

３～５ （略）
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感染症発生・まん延時における国・都道府県の総合調整権限等の強化等

都道府県の権限
（都道府県⇒保健所設置市・特別区等）

国（厚生労働大臣）の権限
（国⇒都道府県、保健所設置市・特別区等）

＜現行＞ ＜見直し後＞ ＜現行＞ ＜見直し後＞

総合
調整

平時 － ○ － －
感染症
発生・
まん延
時

○ ○ － ○

指示

平時 － － － －
感染症
発生・
まん延
時

－ ○ ○ ○

＜現行＞
感染症発生・まん延時における入院勧告・措置その他の事項について、都道府県⇒保健所設置市・特別区、医療機関等への総合調整。
＜見直し後＞
事前の体制整備や感染症発生・まん延時における人材確保等の観点から、対象となる措置を平時から感染症発生・まん延時に至るまで
の感染症対策全般に拡大、これに当たって、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。総合調整の相手先として、市町村(保健
所設置市・特別区以外)を追加。

緊急時における迅速な入院調整を可能とするため、感染症発生・まん延時における入院勧告・措置について、都道府県⇒保健所設置
市・特別区への指示権限を創設。

感染症発生・まん延時における広域的な感染症の専門家や保健師等の派遣や患者の搬送等について、国⇒都道府県、保健所設置
市・特別区、医療機関等への総合調整権限を創設。これに当たって、都道府県、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。

権限の強化・創設

権限の創設

権限の創設

見直し①

見直し②

見直し③

○ 感染症法における国・都道府県の総合調整・指示権限の概略図＜現行と見直し後＞

見直し①

見直し②

見直し③

都
道
府
県

国

※対象措置の拡大等
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「協定」の締結
指定医療機関として指定

自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等

健康観察 都道府県

保健所

自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等

外来・在宅医療機関等

市町村

○ 「予防計画」に基づき保健所の体制整備を推進しつつ、都道府県による健康観察の実施に当たって、協定を締結した医療機
関等に委託して行うことができることを明確化。保険医療機関等の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力しなけれ
ばならないことを明記。都道府県は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。

○ また、外来医療や在宅医療の提供について、都道府県と医療機関等との間で「協定」を締結する仕組みを導入。自宅・宿泊
療養者や高齢者施設での療養者等への医療について、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み（公費負担医療）を創設し、
指定医療機関から提供。

○ この他、生活支援及び健康観察について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、両者間の情報共有の規定を整備。

改正後

自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への対応の強化

○ 都道府県は、自宅・宿泊療養者等に対して、健康状態の報告（健康観察）及び自宅・宿泊施設等からの外出しないことにつ
いての協力を求めることができる（感染症法第44条の３）。これに当たって、都道府県は、自宅・宿泊療養者等への生活支援（食事の提

供、日用品の支給等）を実施、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならない。 ※医療提供に関する規定はない。

現行

都道府県

保健所

外来・在宅医療機関等

市町村

生活支援
＋健康観察

協力要請
情報の提供

公費負担医療の創設

＊赤字部分が改正部分現行 改正後

医療

生活支援

生活支援

連携
（努力義務）

連携

（注）都道府県：保健所設置市・特別区を含む。ただし、医療機関との協定の締結や指定は都道府県のみが実施。

※法律上の規定なし

計画的な体制整備
健康観察

生活支援

健康観察／医療※
※オンライン診療
往診、訪問看護、医薬品
等対応等

※法律上の規定なし
委託の明確化

※医師会等に協力要請
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都道府県連携協議会の概要区

・今般のコロナ対応において、都道府県と保健所設置市や特別区との間で、入院調整が円滑に進まない、応援職員の派遣

のニーズを共有できない、迅速な情報共有ができないなど、連携が十分ではないケースが見られた。

・このため、都道府県と管内の保健所設置市や特別区を構成員とする「連携協議会」を創設。入院調整の方法、医療人材

の確保、保健所体制、検査体制や方針、情報共有のあり方などについて、平時から議論・協議し、その結果を踏まえて、

予防計画を策定。また、予防計画に基づく取組状況を定期的に報告、相互に進捗確認。

・こうした平時からの連携強化・綿密な準備を通じて、感染症発生・まん延時における機動的な対策の実施を図る。

※１ 連携協議会には、医療関係者や学識経験者、高齢者施設等の関係者、消防機関が参画。なお、予防計画の策定・変更時には、現行と同様、

一般市町村からも意見聴取を行う。

※２ 平時だけではなく、感染症発生・まん延時において連携協議会を開催することも可能。

見直しのポイント

都道府県

Ｂ保健所
設置市

その他の
市町村

意見の聴取
(予防計画の策定

・変更時)

医療関係者
診療に関する学識経験者
高齢者施設等の関係者

医療関係者
診療に関する学識経験者
高齢者施設等の関係者

医療関係者
診療に関する学識経験者
高齢者施設等の関係者

連携協議会

○平時から
・入院調整の方法
・医療人材の確保
・保健所体制、検査体制や方針
・情報共有のあり方 等を議論・協議

○連携協議会の結果を踏まえ、予防計画を
策定

○予防計画に基づく取組状況を定期的に報
告、相互に進捗確認

＜連携協議会の運営のイメージ＞

都道府県と保健所設置市・特別区との連携協議会

（注）連携協議会の枠組みのほか、都道府県の総合調整権限の強化や保健所設置市・特別区への指示権限を創設。感染症発生・まん延
時において、都道府県が迅速な対策や管内の一元的な対策の実施など必要がある場合に権限を発揮できるようにする。

Ａ保健所
設置市

※必要に応じて感染症発生・まん延時にも開催

予防
計画

予防
計画

予防
計画

消防機関
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都道府県の「予防計画」の記載事項の充実等

現行の予防計画の記載事項 予防計画に追加する記載事項 体制整備の数値目標の例（注１）

１ 感染症の発生の予防・まん
延の防止のための施策★

２ 医療提供体制の確保 ・協定締結医療機関（入院）の確保病床数
・協定締結医療機関（発熱外来）の医療機関数
・協定締結医療機関（医療人材）の確保数
・協定締結医療機関（後方支援）の医療機関数
・協定締結医療機関（自宅療養者等への医療の提
供）の医療機関数

・協定締結医療機関（PPE）の備蓄数量

① 情報収集、調査研究☆

② 検査の実施体制・検査能力の向上★ ・検査の実施件数（実施能力）★
・検査設備の整備数★

③ 感染症の患者の移送体制の確保★

④ 宿泊施設の確保☆ ・協定締結宿泊療養施設の確保居室数☆

⑤ 宿泊療養・自宅療養体制の確保（医
療に関する事項を除く）★

・協定締結医療機関（自宅療養者等への医療の提
供）の医療機関数（再掲）

⑥ 都道府県知事の指示権限・総合調整
権限の発動要件

⑦ 人材の養成・資質の向上★ ・医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数★

⑧ 保健所の体制整備★

３ 緊急時の感染症の発生の予
防・まん延の防止、医療提供
のための施策★

※ 緊急時における検査の実施のための
施策を追加。★

（注１）予防計画の記載事項として、体制整備のための目標を追加。上記は、現時点で想定している数値目標の例。具体的には、国の基本指針等に
基づき、各都道府県において設定。対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。計画期間は６年。

（注２）都道府県等は、予防計画の策定にあたって、医療計画や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性を確保。

○ 平時からの備えを確実に推進するため、都道府県の「予防計画」の記載事項を充実。記載事項を追加するとともに、病床・外
来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について数値目標を明記。
(新たに保健所設置市・特別区にも予防計画の策定を義務付け。ただし、記載事項は★(義務)と☆(任意)を付した部分に限る。)
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）
（令４年11月４日 衆議院厚生労働委員会）

二 保健所設置自治体が予防計画を作成するに当たり、市町村の意見を十分に聴き、市町村の役割を明確にし、
保健所の負担軽減につながる方針を示すこと。

九 地方衛生研究所について、本法の趣旨を踏まえ、法律上の位置付けを明確にしつつ、その体制整備等につい
ての基本的な指針を地方公共団体に示すとともに、保健所及び地方衛生研究所の人員及び予算を確保し、試験
及び検査、調査及び研究等のより一層の体制強化を図ること。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）
（令和４年11月24日 参議院厚生労働委員会）

二 保健所設置自治体が予防計画を作成するに当たり、市町村の意見を十分に聴き、市町村の役割を明確にし、
保健所の負担軽減につながる方針を示すこと。

九 地方衛生研究所について、本法の趣旨を踏まえ、法律上の位置付けを明確にしつつ、その体制整備等につい
ての基本的な指針を地方公共団体に示すとともに、保健所及び地方衛生研究所の人員及び予算を確保し、試験
及び検査、調査及び研究等のより一層の体制強化を図ること。

附帯決議【保健所・地衛研関係部分】
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感染症法等の改正を踏まえた保健所、 

地方衛生研究所等の強化に向けた考え方（案） 
 

１ 基本的な考え方、方向性 

 ① 新型コロナ対応での課題を踏まえ、今後の新興・再興感染症への対応はもちろんのこ

と、災害や食中毒など他分野も含めた健康危機全般について、これらが複合的に発生し

た場合にもしっかりと対応できる健康危機管理体制の構築が必要。 

   

 ② このためには、国、都道府県、保健所設置自治体それぞれの役割を明確にしつつ、そ

れぞれの主体が責任を持って体制構築に向け、平時のうちから計画的に整備をしていく

ことが必要。 

新興・再興感染症対策においては以下のとおり。 

イ 国 

都道府県をまたがった応援派遣の仕組みの整備、人材育成支援などにより、都道

府県や保健所設置自治体の取組を支援。感染症発生時には、全国の情報を迅速に把

握し、総合調整権限に基づき、自治体間の応援職員派遣の調整等の支援を行う（感

染症法第 44条の 5）。 

ロ 都道府県 

感染症は市町村をまたがった対応が求められることから、連携協議会を活用し、

自治体間の役割分担や連携内容をあらかじめ調整するとともに、予防計画を策定す

る（令和 6 年 4 月施行後の感染症法第 10 条、第 10 条の 2）。また、都道府県域内

の保健所、地方衛生研究所等の人材育成を支援する。有事の際には、情報集約、自

治体間調整（感染症法第 63条の 3）、業務の一元化等の対応により、保健所設置自

治体を支援する。 

ハ 保健所設置自治体（保健所設置主体としての都道府県、政令市・特別区） 

感染症の拡大を想定し、各保健所や地方衛生研究所における人員体制や設備等を

整えるとともに、有事の際、迅速に有事体制に移行し、対策が実行できるよう、保

健所体制や検査体制に係る予防計画を策定する（令和 6年 4月施行後の感染症法第

10 条第 2 項及び第 14 項）。また、有事に備え、国や都道府県の研修等を積極的に

活用しつつ、保健所や地方衛生研究所等の人材育成に努めるとともに、保健所や地

方衛生研究所などを含め、有事を想定した実践型訓練を実施する。有事の際には、

保健所、地方衛生研究所等の状況を把握し、都道府県や他の市町村と密接に連携し

ながら対応を行う。 

  

③ さらに、連携協議会を活用し、消防本部などの関係機関、医師会や薬剤師会、看護協

会などの職能団体などと平時からの意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化してい

くことが必要（令和 5年 4月施行後の感染症法第 10条の 2）。 
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 ④ 感染症の拡大などによる業務量の増大等に備えるためには、保健所や地方衛生研究所

等における業務の効率化に向けた取組を加速化する必要がある。感染症にかかわらず業

務全般において、外部委託や一元化、DXなどを積極的に推進する必要がある。 

 

 ⑤ これらの考え方は、感染症対策以外の健康危機への対応にも通じるもの。感染症対応

だけでなく、災害、大気汚染や食品衛生などについても、既存の計画やマニュアル等を

点検し、見直しを行うとともに、有事の際の体制や施設設備、物品の備蓄など必要な見

直しを行うことが必要。 

 

２ 保健所の健康危機管理体制 

 ① 保健所は、地域の健康危機管理の拠点として、情報の収集、分析、対応策の企画立案・

実施、地域住民へのリスクコミュニケーションなどを行う。 

 

 ② 保健所は、健康危機発生時において、当該危機対応のみならず、健康づくりや精神保

健など、地域住民に不可欠な保健施策を提供し続けることが求められている。 

 

 ③ これらを踏まえ、各保健所は、平時のうちから感染症危機に備えた準備を計画的に進

めるため、新型コロナ対応における課題を踏まえた「健康危機対処計画（仮称）」を策

定する。 

 

  【健康危機対処計画（仮称）への記載事項のイメージ】 

  ・ 健康危機のフェーズ（発生当初、拡大期など）に応じ、以下の項目等を記載。 

- 業務内容と量の見積もり 

- 業務の重点化や絞り込みなど（BCP） 

- 人員体制（自治体内外からの応援を含めた体制。IHEATの活用も含む。） 

- 外部からの応援職員の受入体制（受援計画） 

- 職員のメンタルヘルス対策や時間管理の方策 

- 研修や実践型訓練の実施  

                               など 

※ 健康危機対処計画（仮称）は、保健所設置自治体が策定する予防計画等と整合性を

確保する必要がある。このため、保健所設置自治体は、予防計画等の策定に当たって、

保健所や地方衛生研究所等の関係者を検討に参画させることが必要。 

  

④ 地方衛生研究所等や管内の市町村や職能団体など関係機関・団体との連携強化が必要。 

 

⑤ 感染症危機に備えた人材育成や管内市町村及び関係機関との連携・調整等の総合的な

マネジメントを担う保健師を、各保健所に配置することが必要。 

 

13

T0514626
テキストボックス



24 

⑥ 感染症拡大時における保健所業務のひっ迫に備え、有事の際の外部からの応援として、

以下の制度が準備されている。保健所においては、こうした外部からの応援職員を円滑

に受け入れることができるよう、平時のうちから、受援体制を整備するとともに、連携

協議会の活用等により管内市町村等の調整や、IHEATへの研修等を行うことが必要。 

イ IHEAT（令和 5年 4月施行後の地域保健法第 21条～第 23条） 

   ・ 改正地域保健法では、IHEATが健康危機管理体制の仕組みとして法定化。保健所

設置自治体は、IHEAT要員に対し、研修等を実施する責務。  

・ 国は、IHEAT要員の管理システム（IHEAT.JP）や研修の実施等制度の基盤整備を

行っている。 

   ・ 現在、都道府県が人材の掘り起こし、名簿の管理、派遣調整等を実施しているが、

有事の際に速やかに支援が受けられるようにするためには、保健所設置自治体によ

る人材掘り起こしや保健所における IHEAT要員の訓練など、より地域に近いところ

で IHEAT 要員を確保し、人材育成することが必要。IHEAT.JP を活用し、都道府県

と保健所設置自治体が連携し、地域に密着した IHEAT要員を育成すべき。 

 

ロ 市町村からの保健師等の応援派遣 

・ コロナ禍においては、地域保健施策に従事している市町村の保健師等が即戦力と

して保健所業務を支援している事例があった。保健所設置自治体と保健所管内の市

町村が連携して、有事の際の職員応援について取り決めることも有効である。地域

の実情に合わせ、連携協議会を活用しつつ、こうした取組も検討すべき。 

   

ハ 自治体間の応援職員派遣制度 

   ・ 国は、感染症発生・まん延時の際の総合調整権限に基づき、都道府県から応援派

遣の調整の依頼を受けた際、他の都道府県と調整し、保健師等の自治体職員が保健

所業務のひっ迫した自治体に派遣されるよう調整する。 

  

⑦ これらの考え方は、感染症対策以外の健康危機への対応に通じるもの。感染症対応だ

けでなく、災害、大気汚染や食品衛生などについても、既存の計画やマニュアル等を点

検し、見直しを行うとともに、有事の際の体制や施設設備、物品の備蓄など必要な見直

しを行うことが必要。 

 

３ 地方衛生研究所の健康危機管理体制 

 ① 地方衛生研究所は、健康危機管理における専門技術的拠点として、試験検査や調査研

究を通じ、自治体や保健所等に対する情報提供を行うとともに、地域住民に対するリス

クコミュニケーションを行う。 

  

② 地方衛生研究所は、特に健康危機発生初期（例：新興・再興感染症の発生初期から民

間検査機関が立ち上がるまでの間）においては、国立感染症研究所と密接に連携しつつ、
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地域の試験検査の中核としての役割が求められていること。また、感染拡大期などにお

いては、国立感染症研究所や他の地方衛生研究所とのネットワークを活用して、国内の

新たな知見の収集や変異株の状況分析等を行い、自治体や保健所に提供するなどサーベ

ランス機能を発揮することが求められている。 

 

 ③ 保健所設置自治体は、地方衛生研究所の整備や他の自治体等の連携等により、地方衛

生研究所の機能（調査研究、試験検査、公衆衛生情報等の収集・解析・提供、研修指導）

を備える責務があるものであること（令和 5年 4月施行時の地域保健法第 26条）。 

   このうち、試験検査に関しては、健康危機への対処に必要不可欠な機能であることか

ら、人口規模、財政規模を勘案し、都道府県や政令指定都市には、地方衛生研究所の設

置等によって自ら整備することが求められる。 

   また、調査研究、情報収集・解析・提供や研修指導の機能については、小規模自治体

における地方衛生研究所においては、実施困難なケースもあることから、都道府県に少

なくとも一つはこれらの機能を有する地方衛生研究所を設置し、他の地方衛生研究所に

対しこれらの機能を提供することが求められる。 

  

④ 各地方衛生研究所は、新型コロナ感染症対応での課題等を踏まえ、平時のうちから有

事に向けた準備を計画的に進めるための「健康危機対処計画（仮称）」を策定する。 

 

【健康危機対処計画（仮称）への記載事項のイメージ】 

  ・ 健康危機のフェーズ（発生当初、拡大期など）に応じ、以下を想定。 

- 業務内容と量の見積もり（検査、サーベランス、その他） 

- 業務の重点化や絞り込みなど（BCP） 

- 検査機器や試薬の備蓄など 

- 人員体制（自治体内外からの応援を含めた体制。） 

- 外部から応援職員の受入体制（受援計画） 

- 職員のメンタルヘルス対策や時間管理の方策 

- 研修や実践型訓練の実施  

                               など 

※ 健康危機対処計画（仮称）は、保健所設置自治体が策定する予防計画等と整合性を

確保する必要がある。このため、保健所設置自治体は、予防計画等の策定に当たって、

保健所や地方衛生研究所等の関係者を検討に参画させることが望ましい。 

  

⑤ 各地方衛生研究所は、国立感染症研究所や他の地方衛生研究所と連携し、試験検査に

不可欠な標準品及び標準株の確保・提供など、レファレンス機能を果たすとともに、行

政検査等の精度管理を行う。 

  

⑥ 各地方衛生研究所は、保健所や保健所設置自治体、近隣市町村との平時からの連携を
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図るとともに、職能団体等との連携強化に努める。 

 

⑦ これらの考え方は、感染症対策以外の健康危機への対応にも通じるもの。感染症対応

だけでなく、災害、大気汚染や食品衛生などについても、既存の計画やマニュアル等を

点検し、見直しを行うとともに、有事の際の体制や施設設備、物品の備蓄など必要な見

直しを行うことが必要。 
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自治体は感染拡大時、地域の実情に応じて、以下の方法を組み合わせ、人材確保を実施

① IHEATの活用

・地域の専門職であるIHEAT要員へ保健所等の業務の支援を要請
・保健所設置自治体は、IHEAT要員に対し、研修等を実施

② 市町村からの保健師等の応援派遣

・保健所設置自治体と保健所管内の市町村が連携して、有事の際の職員応援について取り決めることは有効
・地域の実情に合わせ、連携協議会を活用

③ 自治体間の応援職員派遣制度

・国は、都道府県から応援派遣の調整の依頼を受けた際、他の都道府県と調整を行い、保健師等の自治体職
員が保健所業務のひっ迫した自治体に派遣されるよう調整

④ 臨時的な外部人材の活用

・会計年度任用職員の雇用
・人材派遣の活用

保健所業務ひっ迫時における臨時的な人員確保の方策
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保健所設置自治体
（都道府県・保健所設置市・特別区）

IHEATは、感染症のまん延時等に地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組みであり、IHEATを強化
するために法定化された。

○ 保健所業務ひっ迫時における臨時的な人員確保の方策として、恒久的な制度に位置づけ。

○ IHEAT要員が働きやすく、また自治体がIHEAT要員に速やかに支援を要請できる環境を整備するために、本業の雇用
主に兼務に配慮する努力義務を規定するとともに、支援を行うIHEAT要員に守秘義務を規定。（第21条第２項、第３項）

○ 要請に即応可能な人材を確保するために、国、都道府県、保健所設置市・特別区のそれぞれが、IHEAT要員への研
修等の支援を行う責務を規定。（第22条）

国

保健所

研修の実施

・国立感染症研究所において感染症の高度な
研修を実施

IHEATの基盤の整備等

・名簿管理や派遣調整、研修を円滑に実施でき
るよう、IHEAT.JPを整備
・研修教材の開発等により研修を促進

IHEAT要員

登録者数：4,500人以上
（令和４年９月末時点）

連携

研修

感染拡大に備え、
平時から計画的に体制を整備

体制の整備

受援マニュアル
等を事前準備

登録者管理

IHEAT.JPを活
用した名簿管理
や人材募集

研修・訓練

実践的な研修・
訓練を実施

要請

支援

研修

感染拡大時に応援要請を行い、
保健所の体制を確保

保健所設置自治体
の支援

・人材募集、名簿管理等、
IHEATの体制整備を支援
・地域の職能団体等との連携
を推進

研修の実施

・都道府県において支援に必
要となる標準的な研修を実施
・保健所の研修を支援

研修

地域保健法の改正によるIHEATの強化

支援

都道府県
（広域自治体としての都道府県）
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